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要　約
　近年，標準必須特許の実施料を巡る裁判が世界で多発して注目されている。このような状況を鑑みて，特許
庁は，「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を策定し，標準規格必須特許を巡る交渉の円滑化と
紛争の未然防止・早期解決を目的として公開した。本論では，標準必須特許を巡る複数の裁判例について，実
施料の算定方法と算定に用いた因子を分析し，FRAND実施料算定のアプローチを体系的に整理した。また，
特許権者あるいは特許実施者として標準必須特許ライセンス交渉に臨むにあたって，FRAND実施料算定の
アプローチをどのように選択して実施料を算定し，相手方と交渉していくか，の判断について考察した。
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１．はじめに
　特許庁は，2018 年に「標準必須特許のライセンス
交渉に関する手引き」を策定し公開している（1）。その
目的は，無線通信の分野等における標準必須特許（以
下，必須特許）のライセンスに関し，透明性と予見可
能性を高めるとともに，特許権者と実施者との間の交
渉を円滑化し，紛争を未然に防止し早期に解決するこ
ととされている。同手引きは，国内外の裁判例を参照
した上で，FRAND宣言の法的拘束力によって必須特
許の交渉に求められる態度・手順及び必須特許の合理
的実施料（以下，FRAND実施料）の算定方法につい
て，強制力を持つ規範ではなく整理された情報として
提供している（2），（3）。
　弁理士としては，この手引きの内容を理解し，必須
特許のライセンス交渉に当事者または代理人等として
関与することに備えて，FRAND実施料の具体的な算
定方法を習得しておくことが重要である。例えば，特
許権者からの依頼を受け必須特許の FRAND実施料
を算定して特許実施者に提案すること，あるいは，必
須特許のライセンスを提案された企業からの依頼を受
け FRAND実施料を算定して特許権者にカウンター
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オファーする業務が想定される。
　筆者は国内外の必須特許を巡る裁判例を継続的に調
査し（4），（5），FRAND実施料算定のアプローチを体系的
に分析してきた（6），（7），（8）。本論では実施料算定のアプ
ローチの分析を元に，特許権者あるいは特許実施者の
立場でライセンス交渉に参加するにあたって，実施料
算定のアプローチをどのように選択して，実施料を算
定し相手方と交渉（主張・反論）していくかの総合的
判断について考察する。
　本論で取り上げたFRAND実施料の算定のアプロー
チの体系化とアプローチ選択の判断は筆者のこれまで
の研究に基づく一つの試行であることを了解された
い。実際の交渉で，簡略化した算定方法やその他の算
定方法の採用を否定するものではない※。

２．裁判例の整理
　２．１�　Microsoft�v.�Motorola（米国，連邦地裁，

2013 年）（9）

　�Microsoft は H.264/MPEG4-AVC（ 以下，H.264）
及び IEEE�802.11（以下，802.11）を搭載したXBOX
等を製造販売していた。Motorola は H.264 と 802.11
の必須特許を保有しており，Microsoft に対し，最終
製品の販売金額の 2.25％の実施料率を要求するライセ
ンス提案書を送付した。これに対しMicrosoft は，
Motorola がライセンス提案書で提示した許諾条件は
FRAND 義務に反する債務不履行であると主張し，
Motorola を提訴した。裁判所は，Georgia-Pacific�
factor を修正して判断基準を明確にした上で，仮想交
渉で当事者が合意に至ったと推測される FRAND実
施料の算定を行った。
　具体的には，FRAND実施料の指標の 1つとして，
パテントプールの実施料を保有特許件数の相対比率で
按分するトップダウンアプローチを採用した。また，
ほかの指標として，パテントプール形成時に議論に上
がった実施料，他社へのライセンス，特許評価業者の
評価レポート等を指標として採用し，最終的に�
FRAND実施料の範囲を算定している。

　２．２�　Innovatio�v.�Cisco（ 米 国， 連 邦 地 裁，
2013 年）（10）

　Innovatio は 802.11 の必須特許を保有しており，レ
ストラン等の無線 LANユーザーに対して，顧客への
無線 LANサービスの提供等は同社の必須特許の侵害
であるとして提訴した。これに対し，無線 LAN装置
メーカーの Cisco とその他メーカーが Innovatio の特
許権の無効と特許権侵害の不存在の確認を求めて提訴
したところ，Innovatio はこれに反訴し，その後全て
の訴訟が併合された。
　裁判所は，適切な実施料の算定基準を「発明を実行
することができる最小販売単位（the�smallest�salable�
patent-practicing�unit）」（以下，SSPPU）である無
線 LANチップと認定した。また，重要度上位 10％の
特許の標準への貢献度は 84％であるとの研究論文を
採用し，上位 10％の特許における Innovatio の特許件
数シェアで按分してFRAND実施料を算定した。

　２．3�　Huawei�v.� InterDigital（中国，高級人民
法院，2013 年）（11）

　Huawei は中国で 3Gを搭載した携帯電話を製造販売
していた。InterDigital は中国において UMTS（3G）
の必須特許を保有しており，Huawei に対し，販売額
の約 2％を実施料率として要求した。Huawei は特許の
実施許諾と適正な実施料の設定を求めて提訴し，中級
人民法院は InterDigital 社に中国の特許実施許諾を命
じ，実施料率は0.019％を超えてはならないと判決した。
　これに対し，InterDigital は上訴した。InterDigital
の Apple に対する実施料率は約 0.0187％であり，
Samsung に対する実施料率は約 0.19％であったが，
Samsung との交渉は提訴後の契約であり�Apple との
交渉は平和裏に契約がなされたことから裁判所は，
Apple に対する実施料率を基準と判断し，Huawei へ
の実施料率を0.019％としたのは妥当であると判断した。

２．4�　Apple�v.�Samsung（日本，知財高裁，2014 年）（12）

　Apple は 3G を搭載したスマートフォン，タブレッ
トを製造販売していた。Apple は 3G の必須特許を保
有する Samsung に対して特許権侵害に基づく損害賠
償請求権の不存在の確認を求めた。東京地裁は，
Samsung が誠実交渉義務に違反しているものとして
損害賠償請求を認めず，これに対し Samsung は控訴
した。

※ �本論は筆者の研究成果を発表するものであって，なんら法
的助言を構成するものではない。具体的な事案については
専門家に相談されたい。
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　知財高裁は，製品の売上高合計のうち，標準規格に
準拠していることが貢献した部分の割合（寄与率）を
算定し，次に，標準規格に準拠していることが貢献し
た部分のうちの本件特許が貢献した部分の比率から
FRAND実施料を算定した。

　２．5　CSIRO�v.�Cisco（米国，CAFC，2015 年）（13）

　Cisco は，IEEE�802.11a 搭載の無線 LANルーター
を製造販売していた。802.11a 必須特許を保有する
オーストラリア連邦科学産業研究機構（以下，
CSIRO）は，Cisco に対して特許侵害を理由として提
訴した。第一審は，対象特許が無線 LANチップ以外
に係る機能も有するとし，対象製品を無線 LANルー
ター（完成品）と認定した。CSIRO は特許技術
802.11a を非特許技術の 802.11b と比較した際の価値
増加を実施料と算定して主張した。裁判所はCisco が
買収した子会 Linksys が CSIRO から取得していたラ
イセンスの実施料を基準として Linksys と Cisco の売
上総利益率の比率で調整し，Cisco の実施料 0.9-1.9 ド
ル /台と算定した。
　Cisco はこれを不服として控訴，第二審の�CAFC
は�Cisco が買収した Radiata が CSIRO と締結した技
術ライセンス契約（TLA）を実施料算定に際しての
比較ライセンスとして検討していなかったことなどを
理由として，審理を差戻すと決定した。

　２．6�　Unwired�Planet�v.�Huawei（英国，高等
法院，2017 年）（14）

　Huawei は 2G，3G，4G を搭載した携帯電話等を製
造販売していた。Unwired�Planet は，Ericsson から
購入した 2G，3G，4G の必須特許を含む全世界の特
許ポートフォリオを保有しており，Huawei，
Samsung，Google に対して特許侵害を理由として提
訴した。これに対して Huawei は，Unwired�Planet
は FRAND違反であり競争法に違反していると反論
した。
　裁判所は実施料率の算定に当たり，対象特許を元々
保有していた Ericsson のライセンスが比較対象とし
て妥当であると判断し，Ericsson の実施料率を基準
として，Ericsson と Unwired�Planet がそれぞれ保有
する特許ポートフォリオ数の相対比率から実施料率を
算定した。
　また，算定した実施料率の妥当性を検証するため

に，トップダウンアプローチを採用した。具体的に
は，対象の標準に係る総特許ポートフォリオ数から
Unwired�Planet が保有する特許ポートフォリオの
シェアを求め，先に算定した実施料率に乗算すること
で製品中の上限実施料率を逆算した。こうして逆算し
た上限実施料率が，Apple�v.�Samsung（日本，知財
高裁，2014 年）で基準にした実施料率に近いことか
ら，算定した実施料率は妥当であると判断した。

　２．7�　TCL�v.�Ericsson（米国，連邦地裁，2017 年）（15）

　TCL は 2G，3G，4G を搭載した携帯端末等を製造
販売していた。Ericsson は 2G，3G，4G の必須特許
を保有しており，両社はライセンス交渉を行った。し
かし，交渉は決裂し，TCL は Ericsson のライセンス
料率が FRAND違反である確認と実施料率の算定を
求めて訴訟を提起した。
　裁判所はまず，トップダウンアプローチを用いて
FRAND実施料率を算定した。特に 4G については，
実施料率上限を業界の基準と Ericsson の主張の 2 種
類，標準必須特許の総件数を両当事者の専門家からの
技術分析結果の 2種類を組み合わせて，合計 4種類の
実施料率を示した。また，TCL の提案が非差別的で
あるかどうかの検証のため，Ericsson の他社へのラ
イセンスを類似するライセンスを用いた比較アプロー
チを採用し，あわせて裁判所の算定する実施料率の妥
当性も検証した。また，米国，欧州およびその他の地
域に分けて，特許ポートフォリオの強さで調整してそ
れぞれの地域の実施料率についても算定した。

3．実施料算定の考え方の整理
　2章で取り上げた裁判例を整理し，FRAND実施料
算定に関して共通する考え方を抽出する。

　3．１　Georgia-Pacific�factor
　�米国では，合理的な実施料算定の判断基準として
Georgia-Pacific�v.�U.S.�Plywood（米国，連邦地裁，
1970 年）があり，同裁判例で 15 の要因（Georgia-
Pacific�factor）が示されている。Microsoft�v.�Motorola
（米国，連邦地裁，2013年）は，世界で最初に�FRAND
実施料を算定したが，算定に先立って Georgia-
Pacific� factor を参照して，その 15 の要因それぞれに
ついて標準必須特許へ適否と修正を検討した。対象と
して比較が適切なライセンスは同等の条件下での交渉



標準必須特許ライセンス交渉に際してどのように実施料を算定するか

Vol. 72　No. 11 － 39 － パテント 2019

で同等の特許に関するものである事，特許技術が標準
規格に採用されたことによる価値は算定では除外され
るべき事などが修正の内容として示されている。

　3．２　トップダウンアプローチ
　ある技術標準に関する標準必須特許の全体の実施料
（基準実施料）に基づいて，全特許権者の特許群の価
値と交渉（訴訟）相手の特許権者のライセンス対象の
特許群の価値の比較で FRAND実施料を算定する方
法をトップダウンアプローチと呼ぶ。
　過去の裁判例で採用されたトップダウンアプローチ
の細部は少しずつ異なるが，TCL�v.�Ericsson（米国，
連邦地裁，2017 年）や Unwired�Planet�v.�Huawei
（英国，高等法院，2017 年）などで採用されたように
特許の価値を特許件数で換算して単純化すると実施料
算定は以下のとおり数式化できる。

実施料＝基準実施料×交渉相手のライセンス対象の
必須特許の件数/全特許権者の必須特許の件数

　…（式 1a）

　ここで，基準実施料は直接的に定められないが基準
実施料率が定められている場合は，基準実施料率と製
品の価格から基準実施料を導出する。

基準実施料＝ベース製品等の価格×基準実施料率
…（式 1b）

（式 1a）の説明で取り上げた交渉相手のライセンス対
象の必須特許の件数と全特許権者の必須特許の件数の
関係を図 1に示す。

図 1�　トップダウンアプローチにおける交渉相手のライセンス
対象の必須特許の件数と全特許権者の必須特許の件数の関係

　3．3　比較ライセンスアプローチ
　ある技術標準に関する標準必須特許に関する類似す
るライセンス（契約）を選択し，類似するライセンス
の必須特許群の価値とライセンス対象の必須特許群の
価値の比較で FRAND実施料を算定する方式を比較
ライセンスアプローチと呼ぶ。類似するライセンスは
交渉相手が第三者と契約したものに限らない。
　本アプローチをボトムアップアプローチと呼ぶ文献
もあるが，本論では比較ライセンスアプローチと呼
ぶ。比較ライセンスによる算定結果は必ずしもボトム
アップとはならず，また価値増加アプローチのことを
ボトムアップアプローチと規定する裁判例もあること
が理由である。過去の裁判例で採用された比較ライセ
ンスアプローチの細部は少しずつ異なっているが，特
許の価値を特許件数に換算して単純化すると実施料の
算定は以下のとおり数式化できる。

実施料＝類似するライセンスの実施料×交渉相手の
ライセンス対象の必須特許の件数/類似するライセン
スの必須特許の件数　…（式 2a）

ここで，類似するライセンスが実施料でなく実施料率
で規定されている場合，実施料率と製品の価格から実
施料を導出する。

類似するライセンスの実施料＝類似するライセンスの
ベース製品等の価格×類似するライセンスの実施料
率　…（式 2b）

（式 2a）の説明で取り上げた交渉相手のライセンス対

図 2�　比較ライセンスアプローチにおける交渉相手のライセン
ス対象の必須特許の件数と類似するライセンスの必須特許
の件数の関係
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象の必須特許の件数と類似するライセンスの必須特許
の件数の関係を図 2に示す。但し，両者の包含関係は
図 2のそれとは逆になる場合もある。

　3．4　価値増加アプローチ
　特許技術が標準規格に採用されなかった次善の代替
技術と比較して勝っている価値の増加分から，その特
許技術が標準化されたことによる価値を除いた価値に
相当する実施料を算定する方法を価値増加アプローチ
と呼ぶことができる。Microsoft�v.�Motorola（米国，
連邦地裁，2013 年）では標準化の前の算定（ex ー
ante）として価値増加による実施料を算定するよう主
張があった。
　TCL�v.�Ericsson（米国，連邦地裁，2017 年）では
特許権者からバッテリーの寿命を増加させる機能
（Sleep�Mode）に関して特許技術が次善の非特許技術
よりも勝っている価値の増加分を特定し，消費者レ
ポートを元にその価値を金額で算定し，特許権者の標
準化における Sleep�Mode に関する寄書（標準規格の
提案書）の件数比率で特許権者の得るべき実施料を算
定した。CSIRO�v.�Cisco（米国，CAFC，2015� 年）
では特許技術 802.11a の非特許技術 802.11b と比較し
た際の価値増加を実施料と算定して主張した。
　いずれの主張も，裁判所には却下されており，その
理由を確認すると，ある機能について特許技術が次善
の非特許技術に対する価値の増加を特定し，標準化さ
れたことの価値を控除し，その機能に対する特許権者
の寄与率を算定するに際して恣意性を排除するのは困
難であり，特許権者の算定には不備が多いとの指摘等
が確認できる。
　またこのアプローチではFRAND条件が求める「ロ
イヤリティスタッキングの回避」は困難であることか
ら，交渉相手からの納得を得るのも容易ではないと考
えられる。

4．トップダウンアプローチ
　特許権者がグローバル企業に全世界の必須特許をラ
イセンスする際の実施料算定を想定する。その際に，
3 章で導出した（式 1a）に基づくトップダウンアプ
ローチで実施料を算定する場合に，特定が必要な因子
や条件等とその値の具体的な算定手順を述べる。
（1）　対象となる標準規格
　FRAND 実施料は，所定の標準規格について

FRAND宣言された特許の実施料であるので，算定に
際しては標準規格の具体的な特定が不可欠であるが，
標準規格の特定に際して留意すべきことがある。例え
ば，映像圧縮伸張技術であるMPEG2�MPEG4/AVC�
MPEG4/HVC 等では部分的に共通する特許技術を使
用しているが，パテントプール等のライセンスプログ
ラムは異なる。
　一方，IEEE の無線 LAN技術の 802.11 は 802.11b，
802.11.g 等の複数の改良版が存在し，FRAND宣言は
別であるがパテントプール等では一括してライセンス
している例も見られる。スマートフォンでは移動体通
信技術の 2G，3G，4G の 1 つまたは複数の標準規格
を搭載しているが，裁判例ではそれぞれの標準規格に
ついて別個に実施料が算定されている。
（2）　対象となる許諾製品
　実施料の算定に際しては，許諾対象製品がデバイス
か，端末か，システムか等の特定が必要である。製品
と実施料はセットで決定すべきである。
（3）　ベース製品の特定
　ライセンスの許諾対象の製品とは別に実施料算定の
基準とするベース製品の特定も必要である。
　許諾製品とは別に実施料の算定の基準とするベース
製品を規定したのは，両者が一致しない場合もあるか
らである。例えば，米国では，最終製品全体の機能や
需要の牽引に貢献している場合は，最終製品全体の価
格をベースとする EMV（Entire�Market�Value）と
市場で流通する最小単位の製品（特許技術が部品で閉
じていれば部品）をベースとする SSPPU（Smallest�
Salable�Patent�Practicing�Unit）の 2つの考え方が存
在する。標準化団体の IEEE は 2015 年にパテントポ
リシーを改定し，実施料算定に際しては標準規格を使
用する最小販売適合製品を考慮するよう要求している。
　ベース製品の考え方のいずれを取るかは，特許権
者・特許実施者等の立場に依存するところが大きく，
解説記事などでは，その考え方の対立が論点である旨
の論調も少なくない。但し，重要なのはベース製品と
基準実施料（率）をセットとして決定することであ
る。ベース製品が異なれば基準実施料（率）も異なっ
てくるからであり，ベース製品だけの議論では全体の
条件の議論が収束しない。
（4）　基準実施料の決定
　基準実施料は，トップダウンアプローチで個々の特
許に比例配分する金額のベースである。実施料算定に
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おいて，基準実施料がいくらかは極めて重要である
が，どの程度の金額が適正か，画一的な決定も困難で
ある。過去の裁判例では，特許権者の共同プレスリ
リースでの表明やパテントプールの実施料（設立時の
提案含む）をベースに調整して算出した裁判例が確認
できる。
（5）　集計単位の決定
　多くの標準化団体では，複数の国や分割特許から構
成されるファミリーではなく，各国の個々の特許（出
願を含む）毎に宣言されている。従って，FRAND宣
言の内容に忠実に従うならば，世界各国の特許件数単
位で集計することが原則となる。しかし，FRAND宣
言の内容については標準化団体もチェックはしていな
いのが実情である。サイバー創研の調査によれば仮出
願による重複や宣言後に分割した特許出願や海外展開
した特許について適正に宣言されていないケースも報
告されている（16）。そこで，一旦ファミリーに変換し
ファミリー件数単位で集計する方法がある。また，一
旦ファミリーに変換して，ファミリーとして重複して
いる特許を除去し，もれている特許を追加する方法も
考えられる。
　ファミリー件数単位で集計し，必須性の評価もファ
ミリーの代表特許について実施することで，集計・評
価の負担を軽減できることは大きなメリットであろ
う。一方で，あるパテントプールでは実施料収入のラ
イセンサーへの配分を全世界の特許件数ベースとした
ことから，ライセンサーである多くの特許権者が分割
出願の活用を含めて特許件数を大幅に増加させた例も
ある。このため，特許件数単位の集計とファミリー件
数単位の集計では，集計結果が大きく異なってくる可
能性もある。ファミリー件数単位での算定を採用する
に際しては，これらの事情も留意しておくべきである。
（6）　必須特許の全件数の集計
（ⅰ）　登録特許の選定
　多くの標準化団体では特許登録前の特許出願段階で
の FRAND宣言も認めている。一方，実施料を支払
うべき対象は実際に権利になった登録特許である。そ
こで，宣言された特許出願について特許庁での登録状
況を確認して，取り下げや拒絶査定等となった特許は
除外することが必要になる。
（ⅱ）　必須性の評価
　FRAND宣言では特許保有者自らが必須特許と考え
るものを宣言しており，標準化団体では必須性は判断

していない。従って，宣言された特許が実際に標準規
格を使用する際に実施が避けられない必須特許か否か
の評価を行う必要がある。標準規格によっては数千件
となる全特許について評価作業は時間とコストがかか
る作業となる。
　そこで，サンプリングした複数件の特許での必須性
の比率やサイバー総研の調査報告書で報告された企業
毎の宣言した特許の必須性の情報を利用して必須特許
の件数を推定することで評価作業を効率化することも
考えられる。ただし，推定の方法・手順に関して当事
者間で議論となる可能性も小さくない。
（ⅲ）　ブランケット宣言の取り扱い
　いくつかの標準化団体では，ブランケットでの宣言
を認めている。ブランケットとは特許番号を特定する
ことなく，宣言者の標準規格に関係する特許全てを対
象とするものである。この場合には，どの特許が必須
特許なのか厳密に把握するためには，宣言者の保有す
る特許から標準規格に関係する可能性のある特許を抽
出した上で，標準規格と照合・精査することが必要と
なり，必須特許件数の算定には大きな負担を伴う。
（7）　ライセンス対象特許の件数集計
　特許権者の立場としては，ライセンス交渉に際し
て，クレームチャートの準備とともにライセンスを提
案する特許の件数を集計して，（式 1a）に従って実施
料の算定が可能である。一方，特許実施者の立場とし
ては，ライセンス交渉で特許権者から特許番号やク
レームチャートが提示されたのち，クレームチャート
等の情報から必須性・無効性等を含めた特許議論を経
て，部品メーカー等からの知財補償も判断した上で，
ライセンスをとることが避けられない特許の件数を集
計して（式 1a）に従って実施料を算定することにな
ろう（カウンターオファー）。件数集計に際しては，
全必須特許全体の集計単位や評価方法等について整合
性をとることが必要である。
（8）　存続期間による件数調整
　契約期間中に満了になる特許についても一律に 1件
とカウントすることは期間中に満了にならない特許と
のバランスに欠けるとの指摘が予想される。�TCL�v.�
Ericsson（米国，連邦地裁，2017 年）では，契約中
満了する特許の件数は契約期間中に存続する月数に応
じた小数で換算して調整を図っている。一方で，
TCL�v.�Ericsson（米国，連邦地裁，2017 年）では全
特許権者の特許の件数の集計に際しては満了した特許
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も含めて集計を行っている。満了した特許を除いてし
まうと，存続する特許への価値配分を増加させてしま
うことになり妥当でないからであると説明されている。
（9）　基準実施料率の決定
　製品の価格に関わらず金額が均一となる基準実施料
の設定が困難である場合には，（式 1b）に従って一律
のレートである基準実施料率に製品の価格を乗じたも
のを基準実施料として取り扱うことも可能である。
（10）　ベース製品の価格の種別の決定
　必須特許に固有のものではないが，ベース製品の価
格を FOB 価格，卸価格，市場価格いずれにするか，
また輸送費保険代等の控除が議論となりうる。
（11）　特許の価値による調整
　（式 1a）は特許の 1件毎の価値は均一として特許件
数で算定を行ったが，保有する特許の価値を評価した
上で算定すべきとの指摘も当然に予想される。一方
で，全特許権者の特許を評価することは負担が大きく
現実的ではない。TCL�v.�Ericsson（米国，連邦地裁，
2017 年）ではライセンス対象の特許の価値による算
定の調整が当事者から主張されたが，全特許権者の特
許についての価値が評価されていないので相対的な価
値の算定が妥当でないと却下されている。
　Innovatio�v.�Cisco（米国，連邦地裁，2013 年）で
は研究論文を参考にして必須特許全体のうちトップ
10％の重要な特許グループに必須特許全体の価値総和
の 80％等の価値があるとの仮定のもとで，トップ
10％の特許の必須特許全体の中の特許件数シェア（相
対比率）を算定することで，算定の作業を効率化して
いる。また，その後のいくつかの裁判でもそのような
主張が確認できる。ライセンス対象の特許がトップ
10％に該当するか否かについては当事者で争いとなる
可能性がある。
（12）　寄与率による調整の是非
　ベース製品の価格と基準実施料率だけでは，当事者
間で合意に至らず，さらなる調整のパラメータが必要
となる場合もある。Apple�v.�Samsung（日本，知財
高裁，2014 年）では標準の製品への貢献（寄与率）
を導入して調整を図っている。もっとも，当事者双方
が納得するような寄与率は，その根拠も含めて，決定
することが容易ではないであろう。

5．比較ライセンスアプローチ
　グローバル企業が必須特許の全世界のライセンスを

取得する交渉を想定する。その際に，3章で導出した
（式 2a）に基づく比較ライセンスアプローチで実施料
を算定する場合に，特定が必要な因子や条件等とその
値の具体的な算定手順を述べる。
（1）　対象となる標準規格
　対象となる標準規格の特定が必要であり，その留意
点もトップダウンアプローチと同様である。
（2）　対象となる許諾製品
　対象となる製品の特定が必要であり，その留意点も
トップダウンアプローチと同様である。
（3）　ベース製品の特定
　ベース製品の特定が必要となるが，特に類似するラ
イセンスにおいては，特定したベース製品における実
施料の情報が入手できることがその前提となる。
（4）　類似するライセンスの選定
　類似するライセンスの選定に際しては，Georgia-
Pacific�factorを目安として同等の条件下で交渉によっ
てその標準規格の必須特許について実施料が算定され
たものを選定することが重要である。また，当然のこ
とではあるが，実施料が公表されているか，実施料に
関する情報が入手できることが前提である。一般に，企
業等のライセンスの条件は守秘義務で非開示とされて
いることから，パテントプールの情報の他に，特許実
施者側で情報入手することには限度があろう。特許権
者が他のライセンシー等の同意を得た上で，他のライ
センシーのライセンスの条件を利用することになろう。
（5）　類似するライセンスの実施料の特定
　類似するライセンスが確定すれば，そのライセンス
での実施料は特定されることになる。ただし，ライセ
ンスが一括払いやクロスライセンス等の場合にはこれ
に相当するランニング実施料（実施料率）を見積もる
必要が生じる。これについては後述する。
（6）　集計単位の決定
　集計単位は，類似するライセンスが特許件数単位あ
るいはファミリー件数単位を条件にしていれば，その
いずれかに変換して合わせることが必要である。
（7）　類似するライセンスの対象特許
　一般には，契約で許諾対象となった特許が対象とな
るが，特定の国の特許だけが「許諾」で，その他の国
のファミリー特許については「権利不主張」としてい
る可能性もあり，この場合どの範囲を集計に際しての
対象特許とするか明確にする必要がある。
（8）　類似するライセンスの対象特許の件数集計
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　類似するライセンスの契約書では，対象となる特許
については番号を明示して限定列挙している可能性が
高い。しかし，包括ライセンスや上述のような「権利
不主張」の対象も含めると全ての対象特許が明示され
ているとは限らないし，FRAND宣言の内容で検証で
きる保証もない。
　このため，特許番号が明示されていない場合には保
有する必須特許についてその登録状況と必須性につい
て判断を要する可能性もある。自らが特許権者であれ
ば，その作業負担は実現可能な範囲内であるが，第三
者の作業する場合の負担は小さくない。
（9）　ライセンス対象特許の件数集計
　トップダウンアプローチと同様に，特許権者・特許
実施者それぞれの立場と情報に基づいてライセンス対
象の特許の件数集計が可能である。
（10）　存続期間による件数の調整
　トップダウンアプローチと同様に，存続期間に応じ
て件数の調整は可能である。
（11）�　類似するライセンスが一括金・クロスライセン

ス等の場合の実施料の決定
　類似するライセンスで実施料が明示されていれば，
そのままの採用が可能である。類似するライセンスで
実施率が規定されている場合には（式 2b）に従って
実施料への変換が可能である。
　類似するライセンスが一括払いやクロスライセンス
の場合には，一方向の実施料に変換する必要がある。
TCL�v.�Ericsson（米国，連邦地裁，2017 年）を参考
にすると一括払い金から実施料（実施料率）を次の計
算式で導出することも可能である。

一括払いの受け取り金額＝実施料×（ライセンシーの
過去販売台数×過去分ディスカウント率＋ライセン
シーの将来販売台数×将来分ディスカウント率）

…（式 3a）

一括払いの受け取り金額＝実施料率×（ライセンシー
の過去収入×過去分ディスカウント率＋ライセン
シーの将来収入×将来分ディスカウント率）

…（式 3b）

　また，TCL�v.�Ericsson（米国，連邦地裁，2017 年）
を参考にするとクロスライセンスから一方向ライセン
スの実施料（実施料率）を以下の計算式で導出するこ

とも可能である。

差額の受け取り額＝特許権者の実施料×ライセン
シーの製品販売台数－ライセンシーの実施料×特許
権者の販売台数　…（式 4a）

差額の受け取り額＝特許権者の実施料率×ライセン
シーの収入－ライセンシーの実施料率×特許権者の
収入　…（式 4b）

　さらに，（式 4a）（式 4b）に対して（式 3a）（式
3b）と同様に過去分・将来分に応じたディスカウント
率を適用することも可能であるが，数式化は省略する。

（12）　ベース製品の価格の種別による調整
　類似するライセンスとライセンス対象の特許の実施
料率算定に際してのベース製品の価格が FOB 価格，
卸価格で異なっている場合には，価格の種別の調整の
変換が必要である。価格の種別によって（式 2b）に
よる算定結果が異なってくるからである。
（13）　特許の価値による調整
　類似するライセンスの実施料算定に際して特許の価
値で評価している等の情報があれば，それを参考にし
てライセンスしようとする特許の価値で比例配分に重
み付けを行うことも考えられる。
（14）　異なるベース製品等に対する寄与率による調整
　類似するライセンスのベース製品とライセンスしよ
うとする製品が異なる場合には寄与率を定めて，実施
料率の調整をすることも考えられる。

6．交渉に際しての判断
　6．１　交渉における実施料算定のアプローチ
　前章まで，複数の裁判例の分析から FRAND実施
料の算定方法のアプローチを導出してきた。2章にあ
げた裁判例で採用された実施料算定のアプローチと因
子を表 2－ 1，2 － 2（以下，表 2）にまとめる。表 2
中，トップダウンアプローチはTD，比較ライセンス
アプローチは CL，価値増加アプローチはVAと表記
する。表 2では，裁判所に採用されたアプローチ（当
事者の主張並びにそれを修正したもの並びに裁判所の
独自の判断）と一方の当事者から主張があったが却下
されたアプローチがあれば，それを記載した。
　本論の目的は裁判所の立場で真に正しい FRAND
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実施料の算定方式を決定することではなく，特許権者
あるいは特許実施者の立場でライセンス交渉に参加す
るにあたって，FRAND義務に違反しない範囲で実施
料算定のアプローチをどのように選択し，実施料を算
定して相手方と交渉（主張・反論）していくのが望ま
しいかを考察することにある。特許実施者もその対象
とするのは，裁判例やガイドライン等から特許権者だ
けでなく特許実施者も FRANDの義務として誠実な
交渉による実施料のカウンターオファーが求められて
いるからである。
　換言すれば，ライセンス交渉が決裂してその後に裁
判となった場合に，交渉で提示した実施料がFRAND
義務に違反していると判断されないことが交渉当事者
の望むボトムラインである。かかる認識を前提とし
て，前章までに検討してきた算定方法の個々の事案に
即してどのように選択するかを含めた総合的な判断に
ついて考察する。

　6．２　交渉の事案の設定
　交渉の事案を以下のとおり設定する。交渉当事者
は，全世界で所定の標準規格の必須特許を保有してい
る特許権者と全世界で標準規格を搭載した製品を製造
販売している特許実施者である。状況として，特許権
者から特許実施者への一方向のライセンスの提案があ
り，当事者間で交渉を予定している。特許実施者は何
らかの実施料を支払って契約する方針は社内で決定し
ており，双方とも裁判に持ち込まず交渉で和解したい
と考えている。
　特許権者は交渉に際して，特許実施者に提案する
FRAND実施料（及び受け取り総額）を算定する必要
があり，その算定の根拠も説明できるようにしておく
必要がある特許実施者は，特許権者からの実施料の提
案に対して，カウンターオファーとして実施料の算定
とその根拠を示すこともできるように準備しておく必
要がある。双方に実施料算定の根拠を全て開示する義
務があるわけではない。

　6．3　算定方法のアプローチの選択
　価値増加アプローチは上述の裁判例において特許権
者からの主張は却下されていることからも，交渉で相
手方を十分に納得させるよう算定することは容易では
ないと思われる。トップダウンアプローチと比較ライ
センスアプローチでは，それぞれ一長一短があり，入

手できる情報によって算定の容易さと算定の精度も大
きく異なる。
　特許権者の立場としては比較ライセンスアプローチ
を採用し，他のライセンシーへのライセンス条件に基
づいて算定することで算定の透明性は図ることはでき
る。但し，類似するライセンスの一括払いやクロスラ
イセンスを本論で示したような方法で実施料に分解
し，分解方法とともに相手方に示した場合に，相手方
から分解の方法に対しての恣意性の指摘を受ける可能
性もある。特許実施者の立場としては比較ライセンス
アプローチに用いるのに適当な類似するライセンス情
報を入手することはハードルが高いであろう。
　一方で，トップダウンアプローチでは，必須特許の
全件数の集計に大きな作業負担が伴う。上述したよう
なサンプリングや必須性のフィルタリング，価値の重
み付け等で評価・集計作業の効率化は可能であるが，
そのような効率化の妥当性について相手方から反論さ
れる可能性もあろう。本論で検討した裁判例において
も 2Gのように標準規格の制定から年数を経過したも
のについては両当事者の件数算定結果はかなり一致す
るものとなっている。一方，4G では両当事者の件数
算定結果は乖離がある。過去の裁判例で裁判所の採用
した件数等を参照することも現実的な方法と考える。

　6．4　非差別的と検証
　実施料算定にトップダウンアプローチを選択した場
合，その算定結果が非差別的であるかどうかの立証の
ために，補助的に比較ライセンスアプローチ等を採用
することが望ましい。TCL�v.�Ericsson（米国，連邦
地裁，2017 年）では訴訟前のライセンス交渉での提
案の実施料が非差別的でなかったことの立証に比較ラ
イセンスアプローチを採用し，あわせて裁判所の算定
する実施料も非差別的でないことを検証した。一方，
比較ライセンスアプローチを選択した場合，算定結果
の検証のためには，補助的にトップダウンアプローチ
等を採用することが望ましい。Unwired�Planet�v.�
Huawei（英国，高等法院，2017 年）でそのような手
順が採用されている。
　これらの手法を統合するとトップダウンアプローチ
と比較ライセンスアプローチのうち，相対的に精度の
高い算定ができるアプローチで算定し，もう一方のア
プローチで算定結果を検証して適切な範囲内であるこ
とを示すことが妥当ではないかと考えられる。
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　6．5　実施料の調整
　これまでの実施料算定は FRAND条件の必要十分
性の観点で議論してきたがライセンス交渉における実
施料の合意の実務にあっては，実施料の契約条件細部
について当事者双方からの要求があるので，これにつ
いても FRAND条件に違反しない範囲で検討してお
くこととする。
（1）　ボリュームディスカウント
　実施料の金額を均一とすると，製品の価格によって
は負担が大きい場合も少なくない。そこで，パテント
プール等で採用されているように年間のボリューム数
に応じて段階的に実施料を減額することが考えられる。
（2）　上限
　基準実施料率を元に実施料を算定する場合には，実
施者の販売金額に応じて支払いの上限を設定したいと
の実施者の主張が考えられる。
（3）　下限
　基準実施料率を元に実施料を算定する場合には，支
払いの最低額（下限）を設定したいとの特許権者の主
張も考えられる。上限や下限をいくらにするかについ
ては，基本的な実施料率の算定方式について当事者で
合意が得られた後の調整の議論であって，双方の要求
する条件のバーター取引と理解される。
（4）　過去分のディスカウント
　標準必須特許に固有の議論ではないが，過去分の実
施料は損害賠償請求金として，契約締結時に一括して
支払われることから，値引き交渉がし易い可能性があ
る。FRAND 条件との関係においては，そのような
ディスカウントが FRAND義務に違反するとの裁判
での指摘は確認されていない。
（5）　将来分のディスカウント
　将来の実施料については，契約時に一括金で支払う
ことでディスカウントする交渉の余地がある。将来分
の一括金支払い時の議論での争点は，双方の将来の販
売台数・金額等の試算のずれにあることが多い。その
調整として，一括金で許諾する期間や台数・販売数の
範囲を限定する，あるいは，一括金と実績の差異を契
約更改の際にデポジットとして利用する等の条件設定
が考えられる。
（6）　一括金でのディスカウント
　一括金のディスカウントやそれに伴う調整条件設定
については FRAND条件に違反するとの裁判での指
摘は確認されていない。

（7）　地域レート
　本章は，グローバル企業が必須特許について全世界
での均一な実施料のライセンスを取得する交渉を想定
したが，地域によって実施料の相場が異なることを考
慮して，米国，欧州，中国等の地域毎に地域レートを
交渉で決定する余地はある。TCL�v.�Ericsson（米国，
連邦地裁，2017 年）や Unwired�Planet�v.�Huawei
（英国，高等法院，2017 年）では地域毎の相対的な
ポートフォリオ強度（必須特許比率）や販売規模等で
グローバルレートから地域レートの導出を行ってい
る。また，特許を保有していない国やサプライヤーが
ライセンスを取得している国での製造販売は支払い対
象から除外する等の条件の調整も想定される。
（8）　複数の標準規格の必須特許のライセンス
　これまで議論した実施料の算定結果を複数の標準規
格に適用することで複数の標準規格の統合実施料を算
定することは可能であり，複数の標準規格の場合の
ディスカウントの議論も考えられる。
（9）　最恵待遇条項
　最恵待遇とは，特許権者が第三者に対して「より有
利」なライセンス条件で契約取引した場合には，遡及
的にその「より有利」な条件を第三者以外の者に適用
することを保証させる条項である。TCL�v.�Ericsson
（米国，連邦地裁，2017 年）において裁判所は ETSI
のパテントポリシーの初期のバージョンでは最恵待遇
条項があったがその後削除された経緯を指摘してい
る。このことからも，FRAND実施料は個々のライセ
ンス契約毎に異なるとの見解が妥当と推認され最恵待
遇条項を実施料の条件に課すことは難しいのではない
かと思われる。

7．おわりに
　本論では FRANDをめぐる複数の裁判例について，
標準規格必須特許の実施料の算定方法と算定の因子等
の分析に基づき，実施料算定方法を体系的に導いた。
また，具体的に標準規格の必須特許を保有している特
許権者と全世界で標準規格を搭載した製品を製造販売
している特許実施者がライセンス交渉を行うことを想
定した上で，それぞれの当事者が実施料算定のアプ
ローチをどのように選択し，実施料を算定して相手方
と交渉していくのが妥当であるかの総合的判断につい
て考察を行った。
　本論をまとめるにあたって，次世代パテントプラッ
トフォーム研究会の会員各位と議論させていただいた。
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付録　表
表 2－ 1　裁判例におけるアプローチと因子のまとめ（1/2）

裁判例 Microsoft�v.�Motorola Innovatio�v.�Cisco Huawei�v.�InterDigital

標準規格 H.264，802.11 802.11 3G

採用されたアプローチ TD　CL TD CL

却下されたアプローチ VA VA　CL －

許諾製品 Windows，XBOX 無線 LANルーター 3G製品

ベース製品 － チップ部品 －

TD：基準実施料（率） パテントプールの実施料（当
初案）の 3倍

平均利益額（推定） －

TD：特許全体の価値 パテントプールの特許件数が
ベース

全特許件数 －

TD：集計単位 特許件数 特許件数 －

TD：全体の集計 パテントプール件数にライセ
ンス特許を追加

3000 件と推定 －

TD：ライセンス特許の集計 必須性を評価 主張件数（19 件） －

TD：ベース製品の価格種別 － － －

TD：特許価値の考慮 必須性は評価，価値の大きさ
は考慮したが小さいため均一
と判断

重要度上位 10％（全体の 84％
の価値）のうちの 19/300 件

－

TD：寄与率調整 なし なし なし

CL：類似するライセンス Marvell 社チップへのライセン
ス（802.11）

－ Apple と Samsung へのライセ
ンス

CL：類似するライセンスの価値 － － －

CL：ライセンス特許件数 － － －

CL：存続期間調整 なし なし なし

表 2－ 2　裁判例におけるアプローチと因子のまとめ（2/2）

裁判例 Apple�v.�Samsung CSIRO�v.�Cisco Unwired�Planet�
v.�Huawei

TCL�v.�Ericsson

標準規格 3G 802.11 2G，3G，4G 2G，3G，4G

採用されたアプローチ TD CL CL，TD（検証） TD，CL（検証）

却下されたアプローチ － VA － VA

許諾製品 iphone，iPad 無線 LANルーター 携帯端末，移動体通信
インフラ

携帯端末

ベース製品 完成品 完成品 完成品 完成品

TD：基準実施料（率） パテントプール設立時
の表明

－ Apple�v.�Samsung の基
準実施料率

標準規格策定時のプレ
ス等の表明

TD：特許全体の価値 Fairfield レ ポ ー ト の
ファミリー件数

－ ETSI 宣言特許の件数 ETSI データベースで宣
言された特許件数

TD：集計単位 ファミリー件数 － 特許件数 特許件数

TD：全体の集計 － － ETSI 宣言特許を当事者
が集計し，裁判所が修正

－

TD：�ライセンス特許の
集計

必須性を評価 － 当事者の主張を裁判所
が判断

必須性を評価
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TD：�ベース製品の価格
種別

－ － － あり

TD：特許価値の考慮 なし － なし 当事者から主張があっ
たが不採用

TD：寄与率調整 あり（18～29％） なし なし なし

CL：類似するライセンス － 子会社へのライセンス 他のライセンシーへの
ライセンス

他のライセンシーへの
ライセンス

CL：�類似するライセン
スの価値

－ なし 当 事 者 か ら は 80：20
ルール主張あり

寄書数による主張が
あったが不採用

CL：ライセンス特許件数 － なし（利益率比較で調整） あり あり

CL：存続期間調整 なし なし なし あり


